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科学研究費補助金など公的研究資金管理体制 
学校法人島津学園 京都医療科学大学 

経理事務責任者 
京都医療科学大学 事務局 
事務課 課長

最高管理責任者 
京都医療科学大学 学

長 

統括管理責任者 
京都医療科学大学 
 事務局長 

研究者 
  

・ 最高管理責任者を補佐 
・ 管理運営について機関全体を統括 
・ 不正防止計画の実施状況のモニタリング 

・ 公的研究資金の管理運営についての最

高責任者 
・ 不正防止計画の策定及び着実な実施と

進捗管理 

・ 経費執行（執行内容に関わる説明責任）

・ 目視確認以上の専門的な知識を必要と

する場合は納品検査の立会 
公的研究資金の使用に関するル

ール等について機関内外からの

相談を受け付ける窓口 

内部監査部門・ 
不正行為通報窓口

人 事務局 法人 監事 

会計監査人 

・ 公的研究資金の保管と出納及び検収を統括 
・ 予算進捗管理 
・ 調達業者選定権者 

・ 体制不備の検証 
・ 会計書類の形式的要件などのチェック 
・ 監事、会計監査人との連携 
 
‐ 不正行為通報の窓口 
‐ 不正通報の最高管理責任者への報告 

相談窓口 
京都医療科学大学

事務局 事務課

・ 不正防止計画の企画・立案 
・ 不正防止計画の実態把握・検証・改善措置 
・ 意識向上策の立案・実施 
・ 内部監査部門と連携 

京都医療科学大学 
不正防止計画推進委員会 

京都医療科学大学 不正行為調

査部門 
 
京都医療科学大学 倫理委員会 

・最高管理責任者の命を受けて、不正の事
実調査 

・ 応募手続きの実施、資格要件の確認 
・ 物品発注事務の実施 
・ 帳票の記入および保管 
・ 納品検収の実施 
・ 寄附物品の受け入れ事務 

事務担当者・検収担当者 
  
法


